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市町村障害者計画策定指針の概要

障害者計画策定の意義

　障害者にとって最も身近な行政主体である市町村が地域における行政の中核機関として、福祉施設等のサービス機
関や国及び都道府県の所管する機関等との総合的な連携体制を構築し、障害者に適切なサービスを提供できる体制を
整備する必要がある。
　このため、国、都道府県及び市町村がそれぞれの役割・責任分担に配慮し、有機的な連携の下に、それぞれの立場
でその役割に応じた計画を策定することが不可欠である。

計画策定に当たって検討する事項及び留意点

1. 計画策定の体制・手順

障害者施策はその内容が広範多岐にわたっており、全庁的な取り組み体制を整備する必要がある。
計画策定に当たっては、国及び都道府県の計画を勘案しながら、当該市町村で必要な基礎作業を行い、障害者団
体の代表、医療・教育・福祉等の事業に従事する専門家、学識経験者等各方面の幅広い意見を反映させるよう努
める。

2. 基礎資料の収集整理

　地域の実情と障害者のニーズを踏まえた障害者計画を策定するため、各種の既存資料を整理するとともに、障害者
の意向等各種の調査を必要に応じ実施し、計画策定のための基礎資料を収集・整理する。

3. 計画の位置づけ

　市町村の障害者計画は、障害者基本法第７条の２第３項に、「国の障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本
とするとともに、地方自治法第２条第５項の基本構想に即した障害者のための施策に関する基本的な計画」と位置づ
けられている。

4. 計画に盛り込む内容

　計画内容の検討では、以下の点を明らかにする必要がある。

計画の趣旨、基本理念、基本目標等の基本的考え方の明確化
地域内の障害者施策に関する現状と問題点の十分な把握・評価
基本的な考え方に照らし、今後何が必要か等課題の整理・分析
住民にわかりやすくかつ効果的な施策の推進を図るための施策の体系化の工夫
具体的な目標設定とその実現のための方策の明確化

計画に盛り込むことが望ましい事項及び留意点

　計画の柱建ては概ね次のようなものが考えられる。

1. 基本的な考え方
　障害者計画の趣旨、障害者施策の基本理念、基本目標、計画の期間（H8年度～14年度が望ましい),施策の重
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点課題（地域福祉・在宅福祉への移行、障害の重度化・障害者の高齢化への対応）等の基本的な考え方を設定す
る。

2. 現状と問題点の把握
　障害者等の現状を既存資料、調査等により把握する。

人口構造〔国政調査、住民基本台帳等より把握〕
障害者の状況〔身体障害者手帳交付状況台帳、身体障害者更生指導台帳、療育手帳交付状況、精神障害者
の手帳や通院公費負担医療の状況等より把握〕
障害者の世帯・居住状況
障害児の就学状況〔都道府県教育委員会及び市町村教育委員会との連携（学級数、在学者数、就学猶予・
免除者数等の把握）〕
障害者の雇用・就業状況〔公共職業安定所との連携（民間事業所の雇用状況、市町村職員の雇用状況、職
業紹介状況等の把握）〕

3. 施策の体系化と相互連携
施策の体系化
　障害者や住民にわかりやすい計画となるよう関連施策を分野毎にまとめる等その体系化を工夫する。
施策相互の連携・ネットワーク化
　障害者に関する情報が最も多い福祉部門を中心に関係部局や各施策の中核となる機関・施設との定期的
な情報交換や協議の場を設けるとともに、関係機関相互の連携・調整のためのネットワーク化を整備す
る。

4. 各種施策の課題・目標と具体的な方策
　指針には各施策分野の主要ポイントを例示として掲げ、市町村においては、これを参考に地域の障害者ニーズ
を十分に把握し、計画内容の具体化を進める。

〔各施策分野の主要ポイント〕

啓発広報活動
ボランティア活動
相談活動及び情報収集・提供
保健・医療・福祉サービス
教育
雇用・就業
スポーツ・レクリエーション及び文化活動
総合的な福祉のまちづくり
障害者向け住宅の供給等
建築物の整備
公園、水辺空間等オープンスペースの整備
移動・交通手段
防犯・防災対策
国際交流・国際協力
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